
4 令和3年8月

　

受
給
者
の
方
は
、
毎
年
１
回
現
況
届
・

所
得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

提
出
が
な
い
場
合
、
８
月
以
降
の
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
期
間

内
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
書

類
は
郵
送
し
ま
す
。

提
出
書
類

▽�

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

①
現
況
届　

②
年
金
振
込
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）

③�
令
和
２
年
中
の
年
金
の
金
額
が
確
認

で
き
る
通
帳

▽
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

　

所
得
状
況
届

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る

影
響
が
長
期
化
す
る
中
、
ひ
と
り
親
世
帯

以
外
の
子
育
て
世
帯
の
支
援
の
た
め
、「
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

対
象
者

養
育
要
件
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
所
得
要
件
①
ま
た
は
②
に
該
当

す
る
方

養
育
要
件

①
令
和
３
年
４
月
分
の
手
当
受
給
者

令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
若
し
く

は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
の
方

②
新
規
認
定
者

令
和
３
年
５
月
分
か
ら
令
和
４
年
３
月

分
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
分
の
児
童
手

当
若
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
資
格
ま
た
は
額
の
改
定
の
認
定
を
受

け
た
方

③
高
校
生
世
帯
の
養
育
者

令
和
３
年
３
月
31
日
に
お
い
て
、
平
成

15
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
18
年
４
月
１

日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
児
童
を
養
育

す
る
者
で
あ
っ
て
、
本
町
に
住
所
を
有

す
る
方
ま
た
は
令
和
３
年
４
月
１
日
以

後
に
、
当
該
児
童
を
養
育
し
、
本
町
に

住
所
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
方

特
別
障
害
者
手
当
等
現
況
届
・

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
所
得
状
況
届
の
提
出

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
）
の
支
給
を
開
始

※�

令
和
３
年
１
月
２
日
以
降
、
大
口
町
へ
転

入
さ
れ
た
方
は
、
令
和
３
年
１
月
１
日
現

在
お
住
ま
い
の
住
所
地
に
て
、「
令
和
３

年
度
（
令
和
２
年
分
）
課
税
証
明
書
」
を

取
得
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間

▽�

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

８
月
12
日
（
木
）
か
ら
９
月
10
日
（
金
）

▽�

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当　

　

７
月
30
日
（
金
）
か
ら
８
月
31
日
（
火
）

※�

各
手
当
と
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。　

問�

合
せ
お
よ
び
提
出
先

　

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
１
階

　

福
祉
こ
ど
も
課　

蘂
94
ー
１
２
２
２

所
得
要
件

①���

令
和
３
年
度
町
民
税
均
等
割
非
課
税
者

令
和
３
年
度
町
民
税
均
等
割
が
非
課
税

で
あ
る
方
ま
た
は
、
町
の
条
例
の
定
め

に
よ
り
当
該
町
民
税
を
免
除
さ
れ
た
方

②
令
和
３
年
１
月
以
降
家
計
急
変
者

所
得
要
件
①
以
外
の
方
の
う
ち
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
て
家
計
が
急
変
し
、
令
和
３
年
１
月

以
降
の
任
意
の
月
の
収
入
か
ら
換
算
し

た
年
収
が
令
和
３
年
度
町
民
税
均
等
割

非
課
税
相
当
と
な
っ
て
い
る
方

支
給
方
法

▽�

養
育
要
件
①
ま
た
は
②
に
該
当
し
、
所

得
要
件
①
に
該
当
す
る
方

町
か
ら
案
内
の
う
え
、
申
請
無
し
で
支

給
さ
れ
ま
す
。

▽�

養
育
要
件
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
所
得
要
件
①
以
外
の
方
で
所
得

要
件
②
に
該
当
す
る
方

必
要
書
類
を
添
付
し
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

必
要
書
類

▽�

任
意
の
月
の
収
入
が
分
か
る
も
の
。

父
母
等
双
方
の
（
例
）　

給
与
明
細
書
、

公
的
年
金
振
込
通
知
書
、
帳
簿
（
事
業

主
の
方
）、
不
動
産
収
入
が
確
認
で
き
る

書
類
等

▽
預
金
通
帳

▽
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

申�

請
期
間　

７
月
19
日
（
月
）
か
ら
令
和

４
年
２
月
28
日
（
月
）
ま
で

支�

給
額　

支
給
方
法
に
係
わ
ら
ず
児
童
１

人
当
た
り
一
律
５
万
円

※�

既
に
ひ
と
り
親
世
帯
分
で
給
付
を
受
け

た
方
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
（
家
庭
状
況

が
変
わ
る
場
合
を
除
く
）。

　

本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
が
児
童
扶
養

手
当
の
所
得
制
限
を
超
え
て
お
り
、
ひ
と

り
親
世
帯
分
の
給
付
金
を
受
け
て
い
な
い

場
合
で
も
、
本
人
の
収
入
が
非
課
税
並
収

入
に
な
る
場
合
は
、
ひ
と
り
親
世
帯
以
外

分
の
給
付
金
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

申
請
窓
口
お
よ
び
問
合
せ
先

　

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
１
階

　

福
祉
こ
ど
も
課　

蘂
94
ー
１
２
２
２

※�

厚
生
労
働
省
・
本
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
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児
童
扶
養
手
当
等
の
現
況
届
を
お
忘
れ
な
く
！

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー

貼
付
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
！ 

　

８
月
は
、
児
童
扶
養
手
当
・
愛
知
県
遺

児
手
当
・
大
口
町
児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方

が
、
引
き
続
き
手
当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
現
況
届
等
を
提

出
し
て
い
た
だ
く
時
期
で
す
。

　

８
月
上
旬
に
、
福
祉
こ
ど
も
課
か
ら
必

要
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず
期
限

内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
開
始
か
ら
５
年

経
過
等
に
該
当
す
る
方
は
、
現
況
届
と
併

せ
て
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
届
出
書（
緑

色
の
様
式
）
お
よ
び
関
係
書
類
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
該
当
者
へ
は
送
付

済
で
す
。

提
出
書
類

▽
児
童
扶
養
手
当

　

①
現
況
届

　

②
児
童
扶
養
手
当
証
書

　

③
養
育
費
に
関
す
る
申
告
書
な
ど

▽
愛
知
県
遺
児
手
当

　

こ
の
度
、（
株
）
青
山
製
作
所
が
「
＃
大

口
町
大
好
き
」
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ス
テ
ッ

カ
ー
を
所
有
し
て
い
る
バ
ス
に
貼
付
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー

に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
企
業
様
が
お
み
え

で
し
た
ら
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課　

蘂
95
ー

１
６
１
４

　

所
得
状
況
届
な
ど

※�

令
和
３
年
１
月
２
日
以
降
、
大
口
町
へ

転
入
さ
れ
た
方
は
、
令
和
３
年
１
月
１

日
現
在
お
住
ま
い
の
住
所
地
に
て
、「
令

和
３
年
度（
令
和
２
年
分
）課
税
証
明
書
」

を
取
得
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
大
口
町
児
童
扶
養
手
当

　

現
況
届
な
ど

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

①
所
得
状
況
届

　

②
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書

提
出
期
間

▽�

児
童
扶
養
手
当
・
愛
知
県
遺
児
手
当
・

大
口
町
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
２
日
（
月
）
か
ら
31
日
（
火
）

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
12
日
（
木
）
か
ら
９
月
10
日
（
金
）

問
合
せ
お
よ
び
提
出
先

　

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
１
階

　

福
祉
こ
ど
も
課　

蘂
94
ー

１
２
２
２

読
み
か
け
の
本
あ
ち
こ
ち
と
暑
き
こ
と

保
浦
佐
代
子

梅
仕
事
皴
手
を
か
こ
つ
薫
か
な

前
田
と
し
子

早
苗
田
に
部
分
日
食
映
し
を
り

安
藤　

克
典

そ
つ
ぽ
向
く
ほ
た
る
ぶ
く
ろ
を
供
花
と
せ
り

木
村
千
代
子

側
溝
の
水
と
う
と
う
と
田
植
ゑ
か
な渡

辺
す
み
子

暮
れ
き
ら
ぬ
一
日
の
に
ほ
ひ
初
螢

安
藤　

亮
子

艶
の
増
す
能
登
の
瓦
や
走
り
梅
雨

土
川
喜
一
郎

灯
台
の
風ふ
う
た
く鐸

揺
る
る
初
夏
の
風

平
本
の
り
子

人
生
も
還
暦
ま
で
は
リ
ハ
ー
サ
ル

吉
田　

雄
亮

号
令
を
か
け
ね
ば
出
な
い
老
い
の
足高

橋
あ
や
子

リ
ハ
ビ
リ
へ
き
も
を
銘
じ
る
な
せ
ば
な
る

安
藤　

久
子

顔
に
出
て
欲
し
い
年
輪
腹
に
出
る

日
比
野
文
子

ゴ
タ
ゴ
タ
に
負
け
ぬ
声
援
地
方
場
所天

野　

信
和

百
合
の
木
の
花
二
度
三
度
仰
ぎ
見
ゆ大

野　

正
子

咲
き
垂
る
る
木も
っ
こ
う香
薔ば

ら薇
の
垣
隠
す

大
森
恵
美
子

鉄
線
の
重
な
り
合
ひ
て
し
づ
か
な
る田

中
寿
美
子

円
空
の
槌つ
ち

ふ
る
音
か
青
あ
お
あ
ら
し嵐

土
川　

照
恵


